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（１） 人事委員会勧告の概要

○　平均２．２９％（8,584円）の引上げ ○　平均０．７４％（2,757円）の引上げ

  若年層：平均11.1％引上げ   若年層：平均5.2％引上げ　
～

　
～

部局長クラス：平均1.1％引上げ 部局長クラス：平均0.3％引上げ

○　支給月数を０．１０月引上げ ○　支給月数を０．１０月引上げ

（４．５０月→４．６０月） （４．４０月→４．５０月）

○月例給 ○月例給

較差 円（２．３０％） 較差 円（０．７４％）

○期末・勤勉手当（ボーナス） ○期末・勤勉手当（ボーナス）

民間支給割合① 月 民間支給割合① 月

職員年間支給月数② 月 職員年間支給月数② 月

較差（①－②） 月 較差（①－②） 月

（２） 近年の給与改定の状況（月例給の改定率）

  （注）「－」は改定なし

２　本県一般職の給与改定の状況

令和6年度（10月11日） 【参考】　令和5年度

給
料
月
額

・初任給について、高卒23,600円、
大卒23,200円の引上げ

・初任給について、高卒12,000円、
大卒10,700円の引上げ

・初任給、若年層を中心に、
全年齢層の給料月額を引上げ

・初任給、若年層を中心に、
全年齢層の給料月額を引上げ

４．４８

４．４０

０．０８

期
末
・
勤
勉

（
公
民
較
差
の
状
況

）

８，６０５ ２，７８０

４．５８

４．５０

０．０８

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

% % % % % % % % % %

0.11 0.13 0.12 0.15 0.08 － － 0.16 0.74 2.29

0.36 0.17 0.15 0.16 0.09 － － 0.23 0.96 2.76

　  年度
区分

新潟県

国
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３　特別職報酬等の全国状況 

(単位：千円）　令和６年12月１日現在

順位 月 額 県 名 順位 月 額 県 名
1 1,520 大 阪 1 1,192 東 京
2 1,460 東 京 2 1,160 神奈川
3 1,450 神奈川 3 1,134 埼 玉
4 1,420 埼 玉 4 1,110 千 葉
5 1,390 千 葉 5 1,100 北海道
6 1,389 広 島 6 1,093 愛 知
7 1,380 北海道 7 1,091 広 島
8 1,379 愛 知 8 1,080 茨 城
9 1,350 福 岡 1,080 福 岡
10 1,340 茨 城 10 1,063 静 岡

1,340 岐 阜 11 1,060 群 馬
1,340 兵 庫 1,060 岐 阜

13 1,320 福 島 13 1,050 大 阪
1,320 愛 媛 1,050 兵 庫

15 1,310 宮 城 15 1,030 福 島
1,310 群 馬 16 1,023 京 都

17 1,301 静 岡 17 1,020 宮 城
18 1,300 富 山 1,020 富 山

1,300 石 川 1,020 石 川
1,300 福 井 1,020 福 井
1,300 徳 島 1,020 岡 山

22 1,292 長 野 1,020 山 口
1,292 京 都 23 1,010 栃 木

24 1,290 栃 木 1,010 三 重
1,290 岡 山 1,010 愛 媛
1,290 山 口 26 1,002 新 潟

27 1,285 香 川 27 1,000 島 根
28 1,280 新 潟 28 996 長 野

1,280 三 重 29 992 大 分
1,280 島 根 30 990 徳 島

31 1,260 青 森 990 佐 賀
1,260 佐 賀 990 長 崎
1,260 長 崎 33 980 滋 賀

34 1,250 岩 手 980 香 川
1,250 山 梨 980 宮 崎
1,250 滋 賀 36 970 青 森

37 1,243 大 分 970 岩 手
38 1,240 山 形 970 熊 本

1,240 熊 本 970 鹿児島
1,240 宮 崎 970 沖 縄
1,240 鹿児島 41 960 山 梨

42 1,230 沖 縄 42 954 山 形
43 1,220 高 知 43 950 和歌山
44 1,214 奈 良 44 947 奈 良
45 1,210 秋 田 45 945 鳥 取

1,210 和歌山 46 940 高 知
47 1,200 鳥 取 47 930 秋 田

1,300 1,019
20 17

前回改定時(令和６年４月１日)
28位 26位

知　       事 副　知　事

平均 平均
本県との差額 本県との差額
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(単位：千円）　令和６年12月１日現在

     　     議　　　　員

順位 月 額 県 名 順位 月 額 県 名 順位 月 額 県 名
1 1,274 東 京 1 1,150 東 京 1 1,025 東 京
2 1,209 愛 知 2 1,080 神 奈 川 2 977 愛 知
3 1,200 神 奈 川 3 1,064 愛 知 3 970 神 奈 川
4 1,170 大 阪 4 1,040 北 海 道 4 960 京 都
5 1,160 北 海 道 5 1,030 京 都 5 930 大 阪
6 1,144 埼 玉 1,030 大 阪 6 927 埼 玉
7 1,120 京 都 7 1,016 埼 玉 7 901 広 島
8 1,113 広 島 8 985 兵 庫 8 900 北 海 道
9 1,110 千 葉 9 980 福 岡 9 890 福 岡

1,110 福 岡 10 970 千 葉 10 880 千 葉
11 1,080 兵 庫 11 964 広 島 880 兵 庫
12 1,023 静 岡 12 920 群 馬 12 850 茨 城
13 1,020 宮 城 920 岐 阜 850 岐 阜

1,020 岐 阜 14 910 宮 城 14 840 宮 城
1,020 三 重 15 904 静 岡 840 岡 山

16 1,010 福 島 16 900 福 島 840 山 口
1,010 茨 城 900 茨 城 17 834 静 岡

18 1,000 岡 山 900 栃 木 18 830 福 島
19 999 鳥 取 900 三 重 830 栃 木
20 996 長 野 900 岡 山 830 群 馬
21 992 新 潟 21 890 宮 崎 830 三 重
22 990 栃 木 22 880 山 口 22 820 愛 媛

990 佐 賀 880 長 崎 23 813 長 野
990 長 崎 24 871 鳥 取 813 鳥 取

25 982 大 分 25 870 長 野 25 810 徳 島
26 980 群 馬 870 愛 媛 26 800 滋 賀

980 滋 賀 870 熊 本 800 香 川
980 山 口 870 鹿 児 島 800 佐 賀
980 宮 崎 29 868 新 潟 800 長 崎
980 沖 縄 30 867 大 分 30 794 新 潟

31 970 島 根 31 860 富 山 31 790 岩 手
970 愛 媛 860 石 川 790 島 根
970 熊 本 860 福 井 33 782 大 分
970 鹿 児 島 860 徳 島 34 780 青 森

35 965 奈 良 860 佐 賀 780 秋 田
36 950 和 歌 山 36 850 滋 賀 780 富 山

950 徳 島 850 島 根 780 石 川
38 940 香 川 850 香 川 780 福 井
39 910 青 森 39 843 奈 良 780 熊 本

910 岩 手 40 840 沖 縄 780 宮 崎
910 秋 田 41 820 岩 手 780 鹿 児 島
910 富 山 820 山 梨 42 778 山 形
910 石 川 820 高 知 778 奈 良
910 福 井 44 810 青 森 44 770 山 梨
910 山 梨 810 秋 田 770 和 歌 山

46 904 山 形 810 和 歌 山 770 高 知
47 900 高 知 47 807 山 形 47 750 沖 縄

1,010 903 832
18 35 38

前回改定時(令和６年４月１日)
    全国順位 20位 28位 29位

　　　　　　議　　　　長 副　　議　　長

平均 平均 平均
本県との差額 本県との差額 本県との差額
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４　人口等各種計数における本県と全国平均の比較
　　　　　（４その他　（1）から（6）の値を一覧で表示）

（参考）

指数 指数 全国順位

１　人口 2,657 千人 100 2,138 千人 80.5 15

２　工業出荷額 76,973 億円 100 53,983 億円 70.1 26

３　県民所得（総額） 88,915 億円 100 63,540 億円 71.5 15

４　１人当たり県民所得 3,330 千円 100 2,919 千円 87.7 26

５　労働者平均給与月額 386,982 円 100 324,295 円 83.8 31

６　県職員給与水準 99.7 100 99.5 99.8 24

７　県の財政力指数 0.49378 100 0.45127 91.4 25

８　県の歳出決算額 13,136 億円 100 11,661 億円 88.8 14

９　消費者物価地域差指数 100.0 100 98.7 98.7 28

85.8

  注  全国平均の数値の欄は、各都道府県の単純平均である。ただし、次の数値は別扱いである。

平　　　均

　　ア　「４　１人当たり県民所得」、「５　労働者平均給与月額」及び「６　県職員給与水準」の「全国

           平均」は加重平均である。

　　イ　「９　消費者物価地域差指数」の「全国平均」の数値は、都道府県所在都市（４６市及び東京

　　　　　都区部）の指数の単純平均である。

区　　　　分
全 国 平 均 新  潟  県

数　値 数　値
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５　人口等各種計数類似県の特別職報酬等平均額

知　事 副知事 議　長 副議長 議　員

本県の月額 1,280 1,002 992 868 794

宮 城 14

長 野 16

岐 阜 17

群 馬 18

栃 木 19 本県との差額 28 27 9 36 39

京 都 21

大 分 22

福 島 23

宮 城 24

愛 媛 25 本県との差額 17 13 28 47 52

宮 城 14

栃 木 16

群 馬 17

岐 阜 18

長 野 19 本県との差額 28 27 9 36 39

石 川 22

山 口 23

長 野 24

福 島 25

島 根 27 本県との差額 16 11 △ 19 4 17

島 根 29

石 川 30

埼 玉 32

和歌山 33

北海道 34 本県との差額 38 39 35 47 39

千 葉 21

滋 賀 21

佐 賀 21

石 川 24

和歌山 24 本県との差額 2 8 △ 4 2 12

富 山 23

香 川 24

北海道 26

山 口 27

愛 媛 28 本県との差額 35 24 0 32 34

8281,315 1,026 992

1,010 988 870 806

900

1,013 973 872 811

1,318 1,041 1,027 915 833

1,001 904 833

令和6年12月1日現在　（単位：千円）

1,029 1,001 904 833

915 846

５　労働者平均
　　給与月額 31

類似県の
月額平均

類似県の
月額平均７　県の財政力

　　指数

1,308

25

６　県職員給与
　　水準 24

類似県の
月額平均

４ 　１人当たり
　　県民所得 26

類似県の
月額平均

1,296

1,282

３　県民所得
　　(総額) 15

類似県の
月額平均

26

類似県の
月額平均

1,020
２　工業出荷額

類似県の
月額平均

1,297 1,015

1,308 1,029

本県全国
順 位

類 似
県 名

全 国
順 位

１　人口

区　分

15
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知　事 副知事 議　長 副議長 議　員

本県の月額 1,280 1,002 992 868 794

令和6年12月1日現在　（単位：千円）

本県全国
順 位

類 似
県 名

全 国
順 位

区　分

福 島 12

広 島 13

長 野 15

京 都 16

宮 城 17 本県との差額 41 30 60 67 75

富 山 26

愛 媛 26

福 井 28

徳 島 28

山 梨 31 本県との差額 14 △ 2 △ 62 △ 14 △ 2

１～９の類
似県の平均
月額

1,304 1,022 998 897 828

本県との差額 24 20 6 29 34

注　「類似県」とは、本県の数値と近似値にある５都道府県である。

869

1,294 1,000 930 854 792

類似県の
月額平均

1,321 1,032 1,052 935

９　消費者物価
　　地域差指数 28

８　県の歳出
　　決算額 14

類似県の
月額平均
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－ 参 考 資 料 － 

 

１ 国の状況 
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(1)　国家公務員の特別職の職員の給与額の推移

H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4 R6.4

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,016 2,038

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101)

1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,470 1,486

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101)

1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,410 1,426

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101)

1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,203 1,216

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101)

1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,178 1,191

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101)

913 913 913 913 913 913 913 916 926

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101)

2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

注 　( 　 )内数値は、平成28年４月現在の額を100とした場合の指数を示す。

　　　　　　　年　月
官職名

内 閣 総 理 大 臣
最 高 裁 判 所 長 官

国 務 大 臣
会 計 検 査 院 長 等

内 閣 法 制 局 長 官
内 閣 官 房 副 長 官
副 大 臣 等

大 臣 政 務 官
会計検査院検査官等

国家公安委員会委員
公正取引委員会委員等

労働保険審査会委員
地方財政審議会委員等

衆 参 両 院 議 長

衆 参 両 院 副 議 長

国 会 議 員
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

金額（千円）

年度

(2) 知事及び国の特別職の職員の給与額比較

内閣総理大臣 2,038千円

国務大臣 1,486千円

新潟県知事 1,280千円

国会議員 1,294千円

事務次官 1,191千円
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２ 全国との比較 
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(1)　都道府県別知事及び県議会議員等の給与額

ア　知　　　事  

給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,380,000 H4. 10 130,000 10.4

02 青 森 1,260,000 H30. 4 △ 10,000 △ 0.8

03 岩 手 1,250,000 R6. 10 20,000 1.6

04 宮 城 1,310,000 H18. 4 △ 20,000 △ 1.5

05 秋 田 1,210,000 H18. 7 △ 60,000 △ 4.7

06 山 形 1,240,000 H30. 4 28,000 2.3

07 福 島 1,320,000 H7. 10 30,000 2.3

08 茨 城 1,340,000 H7. 4 100,000 8.1

09 栃 木 1,290,000 H20. 1 △ 50,000 △ 3.7

10 群 馬 1,310,000 H22. 4 △ 20,000 △ 1.5

11 埼 玉 1,420,000 H18. 4 △ 20,000 △ 1.4

12 千 葉 1,390,000 H5. 10 140,000 11.2

13 東 京 1,460,000 R6. 4 4,000 0.3

14 神 奈 川 1,450,000 H7. 12 90,000 6.6

15 新 潟 1,280,000 R6. 4 4,000 0.3

16 富 山 1,300,000 H6. 1 130,000 11.1

17 石 川 1,300,000 H6. 7 130,000 11.1

18 福 井 1,300,000 H6. 1 130,000 11.1

19 山 梨 1,250,000 H22. 12 △ 10,000 △ 0.8

20 長 野 1,292,000 R2. 12 14,000 1.1

21 岐 阜 1,340,000 H6. 12 140,000 11.7

22 静 岡 1,301,000 H28. 4 14,000 1.1

23 愛 知 1,379,000 R2. 4 25,000 1.8

24 三 重 1,280,000 H19. 4 △ 10,000 △ 0.8

25 滋 賀 1,250,000 H27. 8 △ 70,000 △ 5.3

都道府県名
現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在
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給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名
現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在

26 京 都 1,292,000 H18. 4 △ 98,000 △ 7.1

27 大 阪 1,520,000 H28. 4 210,000 16.0

28 兵 庫 1,340,000 H25. 4 △ 70,000 △ 5.0

29 奈 良 1,214,000 H23. 12 △ 4,000 △ 0.3

30 和 歌 山 1,210,000 H18. 7 △ 80,000 △ 6.2

31 鳥 取 1,200,000 R6. 4 35,000 3.0

32 島 根 1,280,000 R6. 8 40,000 3.2

33 岡 山 1,290,000 H18. 7 △ 20,000 △ 1.5

34 広 島 1,389,000 H13. 1 45,000 3.3

35 山 口 1,290,000 H20. 4 △ 20,000 △ 1.5

36 徳 島 1,300,000 H9. 4 40,000 3.2

37 香 川 1,285,000 H16. 4 △ 15,000 △ 1.2

38 愛 媛 1,320,000 H8. 4 120,000 10.0

39 高 知 1,220,000 H22. 4 △ 20,000 △ 1.6

40 福 岡 1,350,000 H5. 4 140,000 11.6

41 佐 賀 1,260,000 H31. 3 70,000 5.9

42 長 崎 1,260,000 H18. 8 △ 70,000 △ 5.3

43 熊 本 1,240,000 H18. 4 △ 100,000 △ 7.5

44 大 分 1,243,000 R5. 12 3,000 0.2

45 宮 崎 1,240,000 H18. 10 △ 70,000 △ 5.3

46 鹿 児 島 1,240,000 H23. 8 △ 70,000 △ 5.3

47 沖 縄 1,230,000 H25. 4 △ 10,000 △ 0.8

1,300,000

※網掛けは前回本県改定時（令和６年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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イ　副　　知　　事 　

給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,100,000 H4. 10 100,000 10.0

02 青 森 970,000 H5. 12 50,000 5.4

03 岩 手 970,000 R6. 10 20,000 2.1

04 宮 城 1,020,000 H18. 4 △ 10,000 △ 1.0

05 秋 田 930,000 H18. 7 △ 40,000 △ 4.1

06 山 形 954,000 H30. 4 21,000 2.3

07 福 島 1,030,000 H7. 10 30,000 3.0

08 茨 城 1,080,000 H7. 4 110,000 11.3

09 栃 木 1,010,000 H19. 4 △ 70,000 △ 6.5

10 群 馬 1,060,000 H22. 4 △ 20,000 △ 1.9

11 埼 玉 1,134,000 H18. 4 △ 16,000 △ 1.4

12 千 葉 1,110,000 H5. 10 110,000 11.0

13 東 京 1,192,000 R6. 4 3,000 0.3

14 神 奈 川 1,160,000 H7. 12 50,000 4.5

15 新 潟 1,002,000 R6. 4 3,000 0.3

16 富 山 1,020,000 H6. 1 100,000 10.9

17 石 川 1,020,000 H6. 7 80,000 8.5

18 福 井 1,020,000 H6. 1 100,000 10.9

19 山 梨 960,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.0

20 長 野 996,000 R2. 12 11,000 1.1

21 岐 阜 1,060,000 H6. 12 110,000 11.6

22 静 岡 1,063,000 H28. 4 12,000 1.1

23 愛 知 1,093,000 R2. 4 20,000 1.9

24 三 重 1,010,000 H19. 4 △ 10,000 △ 1.0

25 滋 賀 980,000 H27. 8 △ 60,000 △ 5.8

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在
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給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在

26 京 都 1,023,000 H18. 4 △ 77,000 △ 7.0

27 大 阪 1,050,000 H28. 4 20,000 1.9

28 兵 庫 1,050,000 H25. 4 △ 60,000 △ 5.4

29 奈 良 947,000 H23. 12 △ 3,000 △ 0.3

30 和 歌 山 950,000 H18. 7 △ 60,000 △ 5.9

31 鳥 取 945,000 R6. 4 28,000 3.1

32 島 根 1,000,000 R6. 8 30,000 3.1

33 岡 山 1,020,000 H18. 7 △ 20,000 △ 1.9

34 広 島 1,091,000 H13. 1 35,000 3.3

35 山 口 1,020,000 H20. 4 △ 20,000 △ 1.9

36 徳 島 990,000 H9. 4 30,000 3.1

37 香 川 980,000 H16. 4 △ 10,000 △ 1.0

38 愛 媛 1,010,000 H8. 4 90,000 9.8

39 高 知 940,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.1

40 福 岡 1,080,000 H5. 4 120,000 12.5

41 佐 賀 990,000 H31. 3 50,000 5.3

42 長 崎 990,000 H18. 8 △ 50,000 △ 4.8

43 熊 本 970,000 H18. 4 △ 80,000 △ 7.6

44 大 分 992,000 R5. 12 2,000 0.2

45 宮 崎 980,000 H18. 10 △ 60,000 △ 5.8

46 鹿 児 島 970,000 H23. 8 △ 60,000 △ 5.8

47 沖 縄 970,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.0

1,019,000

※網掛けは前回本県改定時（令和６年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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ウ　議　　長  

報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,160,000 H4. 10 110,000 10.5

02 青 森 910,000 H5. 12 50,000 5.8

03 岩 手 910,000 R6. 10 20,000 2.2

04 宮 城 1,020,000 H18. 4 △ 10,000 △ 1.0

05 秋 田 910,000 H5. 4 50,000 5.8

06 山 形 904,000 H30. 4 37,000 4.3

07 福 島 1,010,000 H7. 10 60,000 6.3

08 茨 城 1,010,000 H7. 4 80,000 8.6

09 栃 木 990,000 H20. 1 △ 20,000 △ 2.0

10 群 馬 980,000 H6. 10 30,000 3.2

11 埼 玉 1,144,000 H18. 4 △ 16,000 △ 1.4

12 千 葉 1,110,000 H5. 10 110,000 11.0

13 東 京 1,274,000 R6. 4 3,000 0.2

14 神 奈 川 1,200,000 H7. 12 80,000 7.1

15 新 潟 992,000 R6. 4 3,000 0.3

16 富 山 910,000 H6. 1 90,000 11.0

17 石 川 910,000 H6. 7 90,000 11.0

18 福 井 910,000 H6. 1 90,000 11.0

19 山 梨 910,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.1

20 長 野 996,000 R2. 12 11,000 1.1

21 岐 阜 1,020,000 H6. 12 110,000 12.1

22 静 岡 1,023,000 H28. 4 11,000 1.1

23 愛 知 1,209,000 H19. 1 △ 16,000 △ 1.3

24 三 重 1,020,000 H8. 1 50,000 5.2

25 滋 賀 980,000 H27. 8 △ 60,000 △ 5.8

令和6年12月1日現在

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月
都道府県名

- 17 -



報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

令和6年12月1日現在

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月
都道府県名

26 京 都 1,120,000 H8. 3 70,000 6.7

27 大 阪 1,170,000 H4. 4 140,000 13.6

28 兵 庫 1,080,000 H25. 4 △ 60,000 △ 5.3

29 奈 良 965,000 H23. 12 △ 3,000 △ 0.3

30 和 歌 山 950,000 H18. 7 △ 60,000 △ 5.9

31 鳥 取 999,000 R6. 4 29,000 3.0

32 島 根 970,000 R6. 8 30,000 3.2

33 岡 山 1,000,000 H18. 7 △ 20,000 △ 2.0

34 広 島 1,113,000 H13. 1 36,000 3.3

35 山 口 980,000 H8. 1 80,000 8.9

36 徳 島 950,000 H9. 4 30,000 3.3

37 香 川 940,000 h16. 4 △ 10,000 △ 1.1

38 愛 媛 970,000 H8. 4 90,000 10.2

39 高 知 900,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.1

40 福 岡 1,110,000 H5. 4 120,000 12.1

41 佐 賀 990,000 H31. 3 50,000 5.3

42 長 崎 990,000 H18. 8 △ 50,000 △ 4.8

43 熊 本 970,000 H18. 4 △ 80,000 △ 7.6

44 大 分 982,000 R5. 12 2,000 0.2

45 宮 崎 980,000 H18. 10 △ 60,000 △ 5.8

46 鹿 児 島 970,000 H24. 4 △ 60,000 △ 5.8

47 沖 縄 980,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.0

1,010,000

※網掛けは前回本県改定時（令和６年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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エ　副　　議　　長  

報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,040,000 H4. 10 90,000 9.5

02 青 森 810,000 H5. 12 40,000 5.2

03 岩 手 820,000 R6. 10 20,000 2.5

04 宮 城 910,000 H18. 4 △ 10,000 △ 1.1

05 秋 田 810,000 H5. 4 40,000 5.2

06 山 形 807,000 H30. 4 33,000 4.3

07 福 島 900,000 H7. 10 50,000 5.9

08 茨 城 900,000 H7. 4 80,000 9.8

09 栃 木 900,000 H20. 1 △ 20,000 △ 2.2

10 群 馬 920,000 H6. 10 30,000 3.4

11 埼 玉 1,016,000 H18. 4 △ 14,000 △ 1.4

12 千 葉 970,000 H5. 10 100,000 11.5

13 東 京 1,150,000 R6. 4 3,000 0.3

14 神 奈 川 1,080,000 H7. 12 70,000 6.9

15 新 潟 868,000 R6. 4 3,000 0.3

16 富 山 860,000 H6. 1 90,000 11.7

17 石 川 860,000 H6. 7 90,000 11.7

18 福 井 860,000 H6. 1 90,000 11.7

19 山 梨 820,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.2

20 長 野 870,000 R2. 12 9,000 1.0

21 岐 阜 920,000 H6. 12 100,000 12.2

22 静 岡 904,000 H28. 4 10,000 1.1

23 愛 知 1,064,000 H19. 1 △ 14,000 △ 1.3

24 三 重 900,000 H8. 1 40,000 4.7

25 滋 賀 850,000 H27. 8 △ 50,000 △ 5.6

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在
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報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在

26 京 都 1,030,000 H8. 3 70,000 7.3

27 大 阪 1,030,000 H4. 4 130,000 14.4

28 兵 庫 985,000 H25. 4 △ 55,000 △ 5.3

29 奈 良 843,000 H23. 12 △ 3,000 △ 0.4

30 和 歌 山 810,000 H18. 7 △ 50,000 △ 5.8

31 鳥 取 871,000 R6. 4 25,000 3.0

32 島 根 850,000 R6. 8 30,000 3.7

33 岡 山 900,000 H18. 7 △ 10,000 △ 1.1

34 広 島 964,000 H13. 1 31,000 3.3

35 山 口 880,000 H8. 1 70,000 8.6

36 徳 島 860,000 H9. 4 30,000 3.6

37 香 川 850,000 H16. 4 △ 10,000 △ 1.2

38 愛 媛 870,000 H8. 4 80,000 10.1

39 高 知 820,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.2

40 福 岡 980,000 H5. 4 110,000 12.6

41 佐 賀 860,000 H31. 3 40,000 4.9

42 長 崎 880,000 H18. 8 △ 50,000 △ 5.4

43 熊 本 870,000 H18. 4 △ 70,000 △ 7.4

44 大 分 867,000 R5. 12 2,000 0.2

45 宮 崎 890,000 H18. 10 △ 50,000 △ 5.3

46 鹿 児 島 870,000 H24. 4 △ 50,000 △ 5.4

47 沖 縄 840,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.2

903,000

※網掛けは前回本県改定時（令和６年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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オ　議　　員  

報　酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 900,000 H4. 10 80,000 9.8

02 青 森 780,000 H5. 12 40,000 5.4

03 岩 手 790,000 R6. 10 20,000 2.6

04 宮 城 840,000 H18. 4 △ 10,000 △ 1.2

05 秋 田 780,000 H5. 4 40,000 5.4

06 山 形 778,000 H30. 4 32,000 4.3

07 福 島 830,000 H7. 10 20,000 2.5

08 茨 城 850,000 H7. 4 70,000 9.0

09 栃 木 830,000 H20. 1 △ 20,000 △ 2.4

10 群 馬 830,000 H6. 10 30,000 3.8

11 埼 玉 927,000 H18. 4 △ 13,000 △ 1.4

12 千 葉 880,000 H5. 10 90,000 11.4

13 東 京 1,025,000 R6. 4 3,000 0.3

14 神 奈 川 970,000 H7. 12 70,000 7.8

15 新 潟 794,000 R6. 4 2,000 0.3

16 富 山 780,000 H6. 1 80,000 11.4

17 石 川 780,000 H6. 7 80,000 11.4

18 福 井 780,000 H6. 1 80,000 11.4

19 山 梨 770,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.3

20 長 野 813,000 R2. 12 9,000 1.1

21 岐 阜 850,000 H6. 12 90,000 11.8

22 静 岡 834,000 H28. 4 9,000 1.1

23 愛 知 977,000 H19. 1 △ 13,000 △ 1.3

24 三 重 830,000 H8. 1 30,000 3.8

25 滋 賀 800,000 H27. 8 △ 40,000 △ 4.8

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在
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報　酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和6年12月1日現在

26 京 都 960,000 H8. 3 70,000 7.9

27 大 阪 930,000 H4. 4 110,000 13.4

28 兵 庫 880,000 H25. 4 △ 50,000 △ 5.4

29 奈 良 778,000 H23. 12 △ 2,000 △ 0.3

30 和 歌 山 770,000 H18. 7 △ 50,000 △ 6.1

31 鳥 取 813,000 R6. 4 24,000 3.0

32 島 根 790,000 R6. 8 30,000 3.9

33 岡 山 840,000 H18. 7 △ 10,000 △ 1.2

34 広 島 901,000 H13. 1 29,000 3.3

35 山 口 840,000 H8. 1 70,000 9.1

36 徳 島 810,000 H9. 4 30,000 3.8

37 香 川 800,000 H16. 4 △ 10,000 △ 1.2

38 愛 媛 820,000 H8. 4 80,000 10.8

39 高 知 770,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.3

40 福 岡 890,000 H5. 4 100,000 12.7

41 佐 賀 800,000 H31. 3 40,000 5.3

42 長 崎 800,000 H18. 8 △ 30,000 △ 3.6

43 熊 本 780,000 H18. 4 △ 60,000 △ 7.1

44 大 分 782,000 R5. 12 2,000 0.3

45 宮 崎 780,000 H18. 10 △ 40,000 △ 4.9

46 鹿 児 島 780,000 H24. 4 △ 40,000 △ 4.9

47 沖 縄 750,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.3

832,000

※網掛けは前回本県改定時（令和６年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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(2)　知事及び県議会議員等に対する年間給与支給額

令和７年１月１日現在

支給率 支給額 支給率 支給額 支給率 支給額(B) (A)+(B)

円 円 月 円 月 円 月 円 円

1,280,000 15,360,000 1.700 3,155,200 1.750 3,248,000 3.45 6,403,200 21,763,200

注　令和６年４月１日から令和７年３月31日までの期間における額である。

2,014,775 3.45 3,971,985 13,499,985

1.750 2,202,550 3.45 4,342,170 14,758,170

議　　員 794,000 9,528,000 1.700 1,957,210

1.750

1.750

2,517,200 3.45 4,962,480 16,866,480

副 議 長 868,000 10,416,000 1.700 2,139,620

1.750 2,542,575 3.45 5,012,505 17,036,505

議　　長 992,000 11,904,000 1.700 2,445,280

知　　事

副 知 事 1,002,000 12,024,000 1.700 2,469,930

　
　　 給与等
　
 区分

給 料 等 総 額 期　末　手　当　総　額
合  計

月  額 年 額(A)
６  月 １２月 計
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(2)　知事及び県議会議員等の給料又は報酬の額の推移

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1,330,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93

1,040,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93

1,030,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93

900,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93

820,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000

指数 100 94 94 94 94 94 94 94 94 94

363,032 359,218 359,375 343,909 351,360 346,238 342,887 343,229 341,818 342,863

指数 100 99 99 95 97 95 94 95 94 94

42.6 42.9 43.0 43.0 43.0 42.7 42.8 43.0 43.0 43.3

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

1,241,000 1,246,000 1,256,000 1,266,000 1,276,000 1,276,000 1,276,000 1,276,000 1,276,000 1,280,000

指数 93 94 94 95 96 96 96 96 96 96

971,000 975,000 983,000 991,000 999,000 999,000 999,000 999,000 999,000 1,002,000

指数 93 94 95 95 96 96 96 96 96 96

961,000 965,000 973,000 981,000 989,000 989,000 989,000 989,000 989,000 992,000

指数 93 94 94 95 96 96 96 96 96 96

841,000 844,000 851,000 858,000 865,000 865,000 865,000 865,000 865,000 868,000

指数 93 94 95 95 96 96 96 96 96 96

771,000 774,000 780,000 786,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 794,000

指数 94 94 95 96 97 97 97 97 97 97

342,856 343,326 344,073 343,256 342,210 342,274 342,504 342,203 341,040 342,373

指数 94 95 95 95 94 94 94 94 94 94

43.5 43.7 43.9 44.2 44.1 44.2 44.3 44.3 44.3 44.2

注(１） 上記の額は、各年とも４月１日現在の条例本則上のものであり、給与の臨時的削減を含まない額である。
　 (２)  指数は、平成17年を１００とした場合の指数である。
　 (３)  県職員については、１人当たりの平均給料月額である。

議　員

額

県職員
(行政
職員)

額

平均
年齢

副知事

額

議　長

額

副議長

額

額

議　員

額

副議長

額

知　事

額

知　事

額

　　　　　年
　区分

議　長

額

　　　　　年
　区分

平均
年齢

県職員
(行政
職員)

額

副知事
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(3)　給与の年間支給額の推移（知事）

支給
月数

支給額計
(Ｂ)

H１７年度 1,330,000 15,960,000 3.35 6,460,475 22,420,475 96,425 0.4%

H１８年度 1,240,000 14,880,000 3.35 6,023,300 20,903,300 △ 1,517,175 △ 6.8%

H１９年度 1,240,000 14,880,000 3.35 6,023,300 20,903,300 0

H２０年度 1,240,000 14,880,000 3.35 6,023,300 20,903,300 0

H２１年度 1,240,000 14,880,000 3.10 5,573,800 20,453,800 △ 449,500 △ 2.2%

H２２年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100 △ 269,700 △ 1.3%

H２３年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100

H２４年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100

H２５年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100

4月１日～
12月３１日

1,240,000 11,160,000 3.10 5,573,800 16,733,800

１月１日～
３月３１日

1,241,000 3,723,000 - - 3,723,000

計 - 14,883,000 3.10 5,573,800 20,456,800 272,700 1.4%

4月１日～
12月３１日

1,241,000 11,169,000 3.15 5,668,266 16,837,266

１月１日～
３月３１日

1,246,000 3,738,000 - - 3,738,000

計 - 14,907,000 3.15 5,668,266 20,575,266 118,466 0.6%

4月１日～
12月３１日

1,246,000 11,214,000 3.25 5,871,775 17,085,775

１月１日～
３月３１日

1,256,000 3,768,000 - - 3,768,000

計 - 14,982,000 3.25 5,871,775 20,853,775 278,509 1.4%

H２９年度 1,256,000 15,072,000 3.30 6,009,960 21,081,960 228,185 1.1%

4月１日～
12月３１日

1,266,000 11,394,000 3.30 6,057,809 17,451,809

１月１日～
３月３１日

1,276,000 3,828,000 - - 3,828,000

計 － 15,222,000 3.30 6,057,809 21,279,809 197,849 0.9%

R元年度 1,276,000 15,312,000 3.35 6,198,170 21,510,170 230,361 1.1%

R２年度 1,276,000 15,312,000 3.30 6,105,660 21,417,660 △ 92,510 △ 0.4%

R３年度 1,276,000 15,312,000 3.25 6,013,150 21,325,150 △ 92,510 △ 0.4%

R４年度 1,276,000 15,312,000 3.30 6,105,660 21,417,660 92,510 0.4%

R５年度 1,276,000 15,312,000 3.40 6,290,680 21,602,680 185,020 0.9%

R6年度 1,280,000 15,360,000 3.45 6,403,200 21,763,200 160,520 0.7%

注(１） 上記の額は、各年とも４月１日現在の条例本則上のものであり、給与の臨時的削減を含まない額である。
　 （2）　期末手当支給額＝報酬月額×1.45×支給率

H２７年度

年度

H２６年度

改定率

H２８年度

H３０年度

備考給料月額
給料年額

(Ａ)

期末手当 年間支給額
計

(A)+(B)
改定額
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(4)　本県の報酬月額等改正経過

月　額 比率① 月　額 比率① 月　額 比率① 月　額 比率① 月　額 比率①

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %

H17年度 1,330 100.0 1,040 78.2 1,030 77.4 900 67.7 820 61.7

H18年度 1,240 100.0 970 78.2 960 77.4 840 67.7 770 62.1

H19年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H20年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H21年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H22年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H23年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H24年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H25年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H26.4.1～
H26.12.31

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H27.1.1～
H27.12.31

1,241 100.0 971 78.2 961 77.4 841 67.8 771 62.1

H28.1.1～
H28.12.31

1,246 100.0 975 78.3 965 77.4 844 67.7 774 62.1

H29.1.1～ 1,256 100.0 983 78.3 973 77.5 851 67.8 780 62.1

H29年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H30.4.1～
H30.12.31

1,266 100.0 991 78.3 981 77.5 858 67.8 786 62.1

H31.1.1～
R2.3.31

1,276 100.0 999 78.3 989 77.5 865 67.8 792 62.1

R2年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R3年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R4年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R5年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R6年度 1,280 100.0 1,002 78.3 992 77.5 868 67.8 794 62.0

比率② 96.2 96.3 96.3 96.4 96.8

注　比率①＝知事を100とした率
　　 比率②＝20年前（平成16年４月１日）を100とした場合の令和６年４月１日の率
     上記の額は、条例本則上のものであり、給与の臨時的削減を含まない額である。

改　正
年月日

知　事 副知事 議　長 副議長 議　員
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650

750

850

950

1,050

1,150

1,250

1,350

H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

金額（千円）

年度

特別職の額の推移及び全国平均（知事）の額比較

知事全国平均 1,300千円

新潟県知事 1,280千円

副知事 1,002千円

議長 992千円

副議長 868千円

議員 794千円

- 30 -



(5)　平成１７年４月改定以後の特別職報酬等全国順位の推移

　　　　　年度
区分

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

知事 18位 41位 37位 36位 36位 35位 35位 33位 33位 33位 33位 33位 31位 29位 29位 29位 29位 29位 29位 28位

副知事 19位 38位 38位 37位 36位 36位 36位 34位 33位 33位 33位 33位 30位 26位 26位 26位 26位 26位 26位 26位

議長 19位 33位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 31位 28位 22位 22位 22位 23位 23位 23位 20位

副議長 24位 38位 37位 37位 37位 37位 37位 37位 36位 36位 36位 35位 33位 33位 27位 27位 28位 28位 29位 28位

議員 27位 41位 40位 40位 40位 39位 38位 38位 38位 38位 38位 38位 28位 28位 29位 29位 29位 29位 29位 29位

※　各年度の４月１日現在の順位

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

順
位

年 度

知事

副知事

議長

副議長

議員
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（6）県下20市の二役及び市議会議員の報酬額等一覧表

　 （報酬等の月額：令和６年12月１日現在）

　 （上記以外：令和７年１月１日現在）

適　用
年　月

市　長 副市長 議　長 副議長 議　員

新　潟 R6.4 1,174 948 786 707 659 引上げ 開催済（10月・11月）
月額：改定なし
期末：引上げ

H27.5 624 563 526
H22.4 1,016 825

三　条 R6.4 967 745 480 418 385 引上げ 開催予定（R7.1） -

R5.4 917 716

R5.5 500 428 401

H19.5 498 428 396

H9.4 948 728

R6.4 397 327 317

H28.4 851 644

H22.4 812 622

H17.12 376 311 293
H27.4 650

H17.4 833 392 316 300
H29.4 804 614

H15.4 364 305 294

村　上 R6.4 812 624 377 310 287 引上げ 検討中 -

燕 R6.4 950 721 472 392 373 引上げ 開催予定（R7.1） -

R6.4 824 633

H30.4 388 320 301

R6.4 817 615

R5.4 368 300 287

五　泉 H30.4 859 655 405 331 313 改定なし 開催予定（R7.1） -

上  越 R6.4 969 731 531 470 442 引上げ 開催予定（R7.1） -

R6.4 296
R2.11 384 313
H28.4 829 635

H28.4 750 585

H22.4 348 285 268

魚　沼 R6.4 800 595 398 326 306 引上げ 開催予定（R7.1） -

R6.4 826 630
H30.4 392 322 305

H30.10 365 301 275

H17.9 815 635

開催済      ５市…うち引上げ４市

開催予定　　11市

９市 ９市 ７市 ７市 ８市 検討中    　３市

11市 11市 13市 13市 12市 開催しない　１市

０市 ０市 ０市 ０市 ０市

改定なし

引上げ
（市長・副市長）

引上げ
（市長・副市長）

引上げ
（議員）

改定なし

引上げ
（市長・副市長）

妙　高

南魚沼 開催済（12月）

改定なし

改定なし

改定なし

引上げ
（議長・副議長・議員）

改定なし

改定なし

見  附

報酬等の月額（千円）
　区分

市名

令和６年度
審議状況

長　岡 -

令和５年度
改定状況
（月額）

月額：引上げ

-

柏　崎 -

新発田
月額：改定なし
期末：引上げ

小千谷 -

加　茂 -開催予定（R7.1）

開催予定（R7.1）

十日町 月額：引上げ

-

開催済（12月）

開催予定（R7.2）

開催済（６月）

平均 879 678 442 374 351

検討中改定なし

（注）加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、妙高市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市及び南魚沼市の報酬等の月額は千円未満
を四捨五入したもの。

令和６年度
審議会等開催状況

開催予定(R7.1)

検討中

開催済（12月）

開催しない

胎　内 -

佐　渡 改定なし

糸魚川 開催予定（R7.1） -

引上げ

据置き

引下げ

阿賀野 -

開催予定（R7.1～2）
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(1)　都道府県別人口・面積・県民所得・工業出荷額

北 海 道 5,094 千人 83,422 K㎡ 145,710 億円 2,811 千円 66,413 億円

青 森 1,206 9,645 34,900 2,858 17,791

岩 手 1,172 15,275 32,120 2,685 31,124

宮 城 2,242 7,282 65,620 2,865 54,829

秋 田 925 11,638 25,400 2,689 15,761

山 形 1,028 9,323 30,180 2,861 31,457

福 島 1,795 13,784 52,930 2,921 54,994

茨 城 2,866 6,098 98,050 3,438 148,596

栃 木 1,917 6,408 63,530 3,307 94,783

群 馬 1,919 6,362 61,400 3,187 95,624

埼 玉 7,379 3,798 223,840 3,049 147,998

千 葉 6,310 5,156 191,930 3,059 158,925

東 京 13,912 2,200 807,050 5,761 82,838

神 奈 川 9,209 2,417 295,440 3,199 182,318

新 潟 2,138 (15) 12,584 (5) 63,540 (15) 2,919 (26) 53,983 (26)

富 山 1,019 4,248 33,740 3,291 41,270

石 川 1,109 4,186 33,340 2,963 30,690

福 井 752 4,191 24,820 3,263 25,624

山 梨 806 4,465 26,120 3,243 29,047

長 野 2,028 13,562 59,960 2,949 71,392

岐 阜 1,968 10,621 60,640 3,092 65,412

静 岡 3,606 7,777 119,540 3,314 190,291

愛 知 7,501 5,173 270,400 3,597 524,098

三 重 1,758 5,774 54,630 3,111 118,668

滋 賀 1,411 4,017 44,590 3,161 89,422

注  新潟県の欄中、(　)の中の数字は全国順位である。

都道府県名 人    口 面    積
県    民    所    得

総    額 人口１人当たり
工業出荷額

- 35 -



京 都 2,488 千人 4,612 K㎡ 77,510 億円 3,026 千円 62,596 億円

大 阪 8,776 1,905 268,690 3,051 202,489

兵 庫 5,427 8,401 162,800 2,997 183,403

奈 良 1,315 3,691 33,530 2,549 19,623

和 歌 山 913 4,725 28,180 3,084 30,360

鳥 取 540 3,507 13,750 2,507 8,856

島 根 651 6,708 19,340 2,909 13,814

岡 山 1,851 7,115 51,460 2,743 96,982

広 島 2,751 8,478 88,360 3,179 106,923

山 口 1,310 6,113 39,300 2,960 76,150

徳 島 710 4,147 22,800 3,202 21,932

香 川 949 1,877 26,860 2,851 30,730

愛 媛 1,312 5,676 35,280 2,670 54,074

高 知 676 7,102 18,150 2,653 6,473

福 岡 5,095 4,988 140,020 2,733 103,315

佐 賀 801 2,441 22,120 2,744 22,944

長 崎 1,290 4,131 33,340 2,571 15,718

熊 本 1,728 7,409 47,450 2,746 34,786

大 分 1,113 6,341 30,860 2,769 56,034

宮 崎 1,059 7,734 25,560 2,409 18,310

鹿 児 島 1,576 9,186 41,070 2,605 24,147

沖 縄 1,486 2,282 33,150 2,258 4,743

平 均 2,657 8,042 88,915 3,330 76,973

注  (1)  人　　　口　　 「令和６年住民基本台帳人口」（総務省）

     (2)  面　　　積　　 「令和６年都道府県市区町村別面積調」 （国土地理院）
　　　　　　　　　　　　　　（境界未定地域がある都道府県については推計値）

     (3)  県民所得     「県民経済計算」（内閣府）による令和３年度の数値である。

     (4)  工業出荷額  「2023年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経済産業省大臣官房統計調査グループ）

都道府県名 人    口 面    積
県    民    所    得

工業出荷額
総    額 人口１人当たり
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(2)　都道府県別労働者平均給与月額

順位 順位

1 東 京 494,145 円 25 千 葉 333,704 円

2 愛 知 405,708 26 宮 城 332,087

3 大 阪 388,359 27 熊 本 328,798

4 神 奈 川 385,996 28 福 島 326,694

5 茨 城 365,418 29 島 根 325,963

6 広 島 362,534 30 石 川 325,948

7 栃 木 360,108 31 新 潟 324,295

8 徳 島 357,928 32 埼 玉 322,911

9 静 岡 357,248 33 和 歌 山 322,168

10 群 馬 355,088 34 北 海 道 322,150

11 三 重 351,801 35 大 分 320,255

12 滋 賀 351,518 36 高 知 318,567

13 兵 庫 350,185 37 岩 手 310,437

14 京 都 347,310 38 佐 賀 304,927

15 富 山 347,147 39 奈 良 297,517

16 福 井 346,120 40 愛 媛 296,658

17 山 梨 344,836 41 鹿 児 島 296,610

18 長 野 344,794 42 秋 田 296,043

19 福 岡 343,765 43 長 崎 295,002

20 山 口 343,663 44 鳥 取 294,597

21 香 川 341,525 45 宮 崎 291,240

22 岐 阜 335,911 46 青 森 289,318

23 岡 山 334,457 47 沖 縄 269,779

24 山 形 334,352 平 均 386,982  

注(1)　「毎月勤労統計調査［地方調査］－令和５年分結果概要」（厚生労働省）による。

　 (２)　事業所規模30人以上の金額である。

都道府県名 平均給与月額 都道府県名 平均給与月額
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（3）都道府県別県職員給与水準

順位 順位

1 静 岡 102.2 24 石 川 99.5

2 三 重 101.1 24 和 歌 山 99.5

3 愛 知 101.0 27 岩 手 99.4

4 広 島 100.9 27 栃 木 99.4

5 福 岡 100.8 27 京 都 99.4

6 東 京 100.5 30 岐 阜 99.3

6 山 梨 100.5 30 兵 庫 99.3

8 大 阪 100.4 30 山 口 99.3

9 埼 玉 100.3 30 熊 本 99.3

9 岡 山 100.3 34 富 山 99.2

11 山 形 100.2 35 奈 良 99.1

11 茨 城 100.2 36 北 海 道 99.0

13 秋 田 100.1 36 福 井 99.0

14 宮 城 100.0 36 徳 島 99.0

14 福 島 100.0 39 高 知 98.7

14 群 馬 100.0 40 愛 媛 98.4

14 神 奈 川 100.0 40 長 崎 98.4

14 長 野 100.0 42 島 根 98.2

19 大 分 99.8 43 沖 縄 97.8

20 香 川 99.7 44 宮 崎 97.3

21 千 葉 99.6 45 青 森 96.8

21 滋 賀 99.6 46 鳥 取 96.6

21 佐 賀 99.6 47 鹿 児 島 96.3

24 新 潟 99.5 平 均 99.7

注(１)　「令和６年地方公務員給与実態調査結果等の概要」（総務省）による。

　 (２)　指数は、都道府県の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表（一）の適用職員の

      俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出した

      もので、国を100としたものである。

都道府県名 ラスパイレス指数 都道府県名 ラスパイレス指数
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（4）都道府県別財政力指数

令和２～４年度 令和２～４年度

3 3

1 東 京 1.06397  25 新 潟 0.45127

2 愛 知 0.86737 26 北 海 道 0.44422

3 神 奈 川 0.84500 27 山 口 0.42898

4 千 葉 0.74500 28 愛 媛 0.42197

5 大 阪 0.74187 29 奈 良 0.40953

6 埼 玉 0.73883 30 福 井 0.40106

7 静 岡 0.67663 31 熊 本 0.39703

8 茨 城 0.62125 32 山 梨 0.37341

9 福 岡 0.62027 33 大 分 0.37136

10 兵 庫 0.61217 34 山 形 0.35964

11 栃 木 0.61003 35 沖 縄 0.35962

12 群 馬 0.59896 36 岩 手 0.35368

13 宮 城 0.59081 37 青 森 0.34201

14 広 島 0.58235 38 佐 賀 0.34091

15 三 重 0.56594 39 宮 崎 0.34084

16 京 都 0.56087 40 鹿 児 島 0.33868

17 滋 賀 0.53361 41 長 崎 0.33263

18 岐 阜 0.52697 42 和 歌 山 0.31774

19 福 島 0.51343 43 徳 島 0.31200

20 岡 山 0.50803 44 秋 田 0.30940

21 長 野 0.50303 45 鳥 取 0.27043

22 石 川 0.48495 46 高 知 0.26114

23 富 山 0.45346 47 島 根 0.25373

24 香 川 0.45137 平 均 0.49378  

  注  「令和４年度都道府県決算状況調」（総務省）による。

基準財政収入額
基準財政需要額

財政力指数　＝

都道府県名

財 政 力 指 数

順位 都道府県名

財 政 力 指 数

順位
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（5）都道府県別歳出決算額

順位 順位

1 東 京 91,883 億円 25 岩 手 8,247 億円

2 大 阪 38,953 26 岡 山 7,890

3 北 海 道 30,585 27 長 崎 7,863

4 愛 知 28,493 28 青 森 7,706

5 兵 庫 26,482 29 山 口 7,478

6 神 奈 川 24,926 30 愛 媛 7,074

7 埼 玉 22,372 31 山 形 7,018

8 千 葉 22,046 32 大 分 6,994

9 福 岡 22,031 33 宮 崎 6,905

10 静 岡 13,592 34 滋 賀 6,790

11 茨 城 13,095 35 秋 田 6,392

12 福 島 13,068 36 和 歌 山 6,372

13 広 島 11,937 37 石 川 6,239

14 新 潟 11,661 38 富 山 6,142

15 長 野 11,564 39 佐 賀 5,958

16 京 都 11,557 40 奈 良 5,946

17 宮 城 10,978 41 山 梨 5,830

18 栃 木 9,799 42 島 根 5,640

19 熊 本 9,783 43 福 井 5,359

20 岐 阜 9,614 44 徳 島 5,356

21 群 馬 9,458 45 香 川 5,013

22 鹿 児 島 9,215 46 高 知 4,835

23 沖 縄 9,122 47 鳥 取 3,834

24 三 重 8,298 平 均 13,136  

  注 「令和４年度地方財政統計年報」（総務省）による。

都道府県名 決    算    額 都道府県名 決    算    額
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（6）都道府県別消費者物価地域差指数

順位 順位

1 東 京 105.4 25 熊 本 98.9

2 神 奈 川 103.7 26 富 山 98.8

3 北 海 道 101.6 26 愛 媛 98.8

4 埼 玉 101.3 28 新 潟 98.7

5 千 葉 101.1 28 福 井 98.7

6 山 形 100.9 28 徳 島 98.7

7 京 都 100.7 31 山 梨 98.6

8 福 島 100.6 31 香 川 98.6

9 沖 縄 100.5 33 栃 木 98.5

10 山 口 100.3 34 長 野 98.4

11 島 根 100.2 35 青 森 98.3

12 宮 城 100.1 35 鳥 取 98.3

12 静 岡 100.1 37 三 重 98.2

14 大 阪 100.0 38 和 歌 山 98.1

14 高 知 100.0 39 岡 山 98.0

16 石 川 99.8 40 岐 阜 97.8

17 岩 手 99.7 40 佐 賀 97.8

17 長 崎 99.7 42 福 岡 97.7

19 滋 賀 99.5 43 大 分 97.3

20 愛 知 99.2 44 宮 崎 97.0

21 秋 田 99.1 45 奈 良 96.6

22 茨 城 99.0 46 群 馬 96.5

22 兵 庫 99.0 47 鹿 児 島 96.1

22 広 島 99.0 平 均 100.0  

注(１)　「小売物価統計調査（構造編）－2023年結果」（総務省統計局）による。

　 (２)　全国平均（政令市を含む）を100とした場合の指数である。

都道府県名 地域差指数 都道府県名 地域差指数
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（7）消費者物価指数の推移

H30 R1 R2 R3 R4 R5

指　　　　数 99.9 100.3 100.0 99.1 101.9 104.8

対前年上昇率
（％）

0.9 0.4 △ 0.3 △ 0.9 2.9 2.8

指　　　　数 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6

対前年上昇率
（％）

1.0 0.5 0.0 △ 0.2 2.5 3.2

注（１）　「令和５年 消費者物価の動き」（県統計課）による。

　 （２）  指数は、令和２年を100とした場合の指数である。

新潟市

　　　　　　　　　年
 区 分

全　国
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５ 審議会委員名簿、審議会条例 
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○新潟県特別職報酬等審議会条例  

昭和 39 年 9 月 29 日  

新潟県条例第 73 号  

新潟県特別職報酬等審議会条例をここに公布する。  

新潟県特別職報酬等審議会条例  

 

(設置 ) 

第１条  知事の諮問に応じ、県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び

副知事の給料の額 (以下「議員報酬等の額」という。 )並びに知事及び

副知事の退職手当の額 (以下「退職手当の額」という。 )について審議

するため、新潟県特別職報酬等審議会 (以下「審議会」という。 )を置

く。  

(昭 54 条例 35・平 14 条例 69・平 19 条例 11・平 20 条例 35・一部改正 ) 

 

(諮問 ) 

第２条  知事は、毎年議員報酬等の額の適否について、審議会に諮問す

るものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この

限りでない。  

２  知事は、必要の都度退職手当の額の適否について、審議会に諮問す

ることできる。  

(昭 54 条例 35・全改、平 11 条例 48・平 14 条例 69・平 20 条例 35・一部

改正 ) 

 

(委員 ) 

第３条  審議会は、委員 10 人をもつて組織し、その委員は、新潟県の区

域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、知事が任命する。 

２  委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(昭 54 条例 35・一部改正 ) 

 

(会長 ) 

第４条  審議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は、会務を総理する。  

３  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会

長の指定する委員がその職務を代理する。  

 

(会議 ) 

第５条  審議会は、会長が招集する。  

２  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。  
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(庶務) 

第６条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

(平 17条例 92・令３条例 41・一部改正) 

 

(知事への委任 ) 

第７条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、知事が定める。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 54 年条例第 35 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 11 年条例第 48 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 14 年条例第 69 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 17 年条例第 92 号 )抄  

(施行期日 ) 

１  この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 19 年条例第 11 号 )抄  

(施行期日 ) 

１  この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 ) 

２  改正法附則第 3 条第 1 項の規定により出納長が在職する場合におい

ては、第 2 条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例

第 1 条第 1 項第 3 号、第 3 条第 1 項第 1 号、第 5 条第 1 項第 2 号及び

別表、第 3 条の規定による改正前の知事、副知事、県議会議員等に対

する期末手当等の支給に関する条例第 1 条及び第 2 条第 1 項、第 8 条

の規定による改正前の新潟県特別職の職員の退職手当支給条例第 2 条

及び第 4 条並びに第 12 条の規定による改正前の新潟県特別職報酬等審

議会条例第 1 条の規定並びに第 15 条の規定による廃止前の新潟県副出

納長設置並びに定数条例の規定は、なおその効力を有する。  

附  則 (平成 20 年条例第 35 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則(令和３年条例第 41号) 

(施行期日等) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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